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日 時 令和４年８月２６日（金） 午後２時～午後３時１７分 
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香川県環境審議会委員（２０名） 

 

委員 安 藤 幸 代   香川県各種女性団体協議会会長 

委員 伊 藤 文 紀   香川大学農学部教授 

委員 大 西 えい子   香川大学教育学部特命教授 

委員 奥 村 栄 朗   農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 

委員 川 南 勉     日本野鳥の会香川県支部長 

委員 木 村 昭 代   香川県薬剤師会常務理事 

委員 久 保 月     株式会社 tao.代表取締役 

委員 久米川 啓     香川県医師会会長 

委員 小 林 剛     香川大学農学部准教授 

委員 末 永 慶 寛   香川大学創造工学部教授 

委員 常 川 真由美   環境省四国環境パートナーシップオフィス 

所長 

委員 寺 林 優     香川大学創造工学部教授 

委員 土 井 清 三   香川県猟友会代表理事 

委員 土 手 美 恵   ＮＰＯどんぐりネットワーク理事 

委員 永 島 浩一郎   香川県漁業協同組合連合会常務理事 

委員 平 尾 智 広   香川大学医学部教授 

委員 藤 本 智 子   弁護士 

委員 増 田 拓 朗   香川大学名誉教授 

委員 道 久 工     香川県森林組合連合会代表理事専務  

委員 吉 田 英 子   香川県商工会議所女性会連合会副会長 

 

事務局（１２名） 

 

環境森林部    部長   木村 士郎 

次長   久保 幸司 

環境政策課    課長   石川 昌宏 

         副課長  新池 美早子 

         課長補佐 熊谷 多希子 

環境管理課    課長   中西 正光 



 みどり整備課   課長   竹本 雅晴 

         課長補佐 渡部 剛 

みどり保全課   課長   渡邉 美明 

         副課長  鷺岡 義晴 

廃棄物対策課   課長   小塚 武司 

薬務課      課長補佐 西岡 信浩 

 

欠席委員 委員 片 山 仁 子   おたがいさま高松代表 

委員 桒 原 美 佳   香川県公立小・中学校女性校長会会長     

委員 齋 藤 正 人   香川県公衆浴場業生活衛生同業組合副理事長  

委員 十 河 久美子   ＪＡ香川県女性部副部長           

委員 谷 川 俊 博   香川県町村会会長 

委員 辻󠄀 村 修     香川県市長会会長             

委員 寺 尾 徹     香川大学教育学部教授           

委員 原   直 行   香川大学経済学部教授            

委員 三 野 八重子   香川県ＰＴＡ連絡協議会事務局長  

      

議 題 （１） 会長選出等について 

報告事項 （１） 香川県環境基本計画等について 

（２） 脱炭素・地球温暖化対策について 

（３） 部会における審議状況について 

（４） 今後の審議案件について 

 

配付資料 （１） 第３９回香川県環境審議会出席者名簿（資料１） 

（２） 第３９回香川県環境審議会座席表（資料２） 

（３） 香川県環境審議会委員名簿（資料３） 

（４） 香川県環境基本計画等について（資料４） 

（５） 脱炭素・地球温暖化対策について（資料５） 

（６） 部会における審議状況について（資料６） 

（７） 香川県環境審議会における今後の審議案件（予定）（資料７） 

（８） 部会委員名簿 

（９） 環境審議会の概要 

 



会 議 録 

署名委員 

大西 えい子 委員 

常川 真由美 委員 

議事の概要 議題（１）について 

委員の互選により増田委員を会長に選出し、会長の指名により、会長代

理は末永委員となった。 

また、各部会の部会長については、生活環境部会長は末永委員、自然環

境部会長は原委員、温泉部会長は寺林委員、計画部会長は増田会長となり、

各部会の委員は、事務局の名簿（案）のとおりとなった。 

  

報告事項について 

① 香川県環境基本計画、個別計画及びみどりの基本計画の概要につい

て事務局から説明があった。 

② 脱炭素・地球温暖化対策について、香川県の取組み状況、今後の進

め方等について事務局から説明があった。 

③ 第３８回環境審議会以降に開催された部会の開催及び会長が同意 

した部会の決議について、「計画部会」、「生活環境部会」、「自然環境

部会」及び「温泉部会」より報告した。 

④ 今期の香川県環境審議会での審議予定等について事務局から説明が

あった。 
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第３９回  香川県環境審議会  議事概要 

司会 

(新池副課長) 

 

 

木村環境森林

部長 

 

司会 

(新池副課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

 

 

司会 

(新池副課長) 

 

 

 

 

 

 

 

お待たせいたしました。ただ今から、第３９回香川県環境審議会を開催させ

ていただきます。 

開会に当たりまして、木村環境森林部長から御挨拶を申し上げます。 

 

 （部長あいさつ） 

 

  

本日は、委員改選後、初めての審議会でありますことから、本来ならば、委員

の皆様方の御紹介をすべきでありますが、時間の都合上、委員の皆様に配付さ

せていただいております座席表と委員名簿での紹介に代えさせていただきま

す。 

また、本日は御都合により、おたがいさま高松代表 片山委員、香川県公立

小・中学校女性校長会会長 桒原委員、香川県公衆浴場業生活衛生同業組合副

理事長 齋藤委員、ＪＡ香川県女性部副部長 十河委員、香川県町村会会長             

谷川委員、香川県市長会会長  辻󠄀村委員、香川大学教育学部教授           

寺尾委員、香川大学経済学部教授 原委員、香川県ＰＴＡ連絡協議会事務局長      

三野委員の９名の方が、御欠席でございます。 

なお、本日御出席いただいております委員は、２９名中２０名で、香川県環

境審議会条例第７条第２項に定められております「委員の２分の１以上の出席」

という開会の定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。 

それでは、次第３の議題に入ります。 

（１）の会長選出等のうち、まず、会長の選出についてお諮りいたします。

環境審議会条例第５条第１項の規定により、本審議会の会長は、「委員の互選に

より定める」こととなっております。 

いかがいたしましょうか。 

 

 弁護士の藤本でございます。環境審議会委員・会長の経験が長く、本県の環

境行政に精通されております香川大学名誉教授の増田先生に引き続きお願いし

てはと思います。 

 

 増田委員というご発言がございましたが、他にご意見はございませんでしょ

うか。増田委員を会長に選出するということで、ご異議はございませんか。 

（多くの委員から拍手） 

それでは、増田委員よろしいでしょうか。 

（増田委員ご了解の返事） 

ありがとうございます。 

それでは、増田委員にもご了解をいただきましたので、会長をお願いいたしま

す。 

増田会長、会長席にお移りください。 
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増田会長 

 

司会 

(新池副課長) 

 

 

増田会長 

 

 

司会 

(新池副課長) 

 

 

 

増田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（増田会長 着席） 

それでは、増田会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

（会長あいさつ） 

 

どうもありがとうございました。「環境審議会条例第７条第１項」の規定によ

り、審議会の会議は、会長が議長となると定められておりますので、ここから

は、増田会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

それでは、議事を運営させていただきます。よろしくお願いいたします。 

まず、事務局から傍聴希望者について報告をお願いします。 

 

当審議会は、平成１２年６月の第１３回環境審議会時の決定事項として原則

公開としたことから、本日の議事につきましても公開となります。 

本日の審議会の会議の開催を一般に周知いたしましたところ、傍聴希望者は、

いないことをご報告申し上げます。 

 

次に、「環境審議会運営規程第４条第２項」に基づきまして、本日の会議録に

署名いただく委員を指名いたします。大西委員と常川委員にお願いしたいと思

います。 

（大西委員、常川委員了解） 

よろしくお願いいたします。 

 

それでは、続きまして、会長代理の指名に移ります。 

「環境審議会条例第５条第３項」によりまして、会長代理は会長が指名する

ことになっておりますので、大変恐縮ですが、私から指名させていただきます。

末永委員にお願いしたいと思います。 

（末永委員了解） 

よろしくお願いいたします。 

 

次に、各部会の部会長及び委員の指名に移ります。 

環境審議会条例第６条第２項及び第３項によりまして、各部会の委員及び部

会長は、会長が指名することと定められておりますが、事務局の方で原案がご

ざいますでしょうか。 

(事務局から事務局作成の香川県環境審議会所属部会一覧(案)を会長に渡す) 

 

事務局案でよろしいと思いますので、今から名簿をお配りいただきたいと思

います。 

（事務局が、案を委員に配付） 

名簿が皆さんのお手元にございますでしょうか。各部会の委員につきまして
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久保環境森林

部次長 

 

増田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保環境森林

部次長 

 

 

 

 

常川委員 

 

 

 

は、ただ今配付されました名簿のとおりでございます。御確認ください。 

 

また、各部会の部会長でございますが、会長が指名するということになって

おりますので、指名させていただきます。生活環境部会長には末永委員、自然

環境部会長には原委員、温泉部会長には寺林委員にお願いいたします。計画部

会の部会長つきましては、審議会の会長が務めるようになっていますので、僭

越でございますが私が務めさせていただきたいと思います。 

部会長をはじめ、委員の皆様には、今後それぞれの部会において審議をお願

いすることになりますが、よろしくお願いいたします。 

なお、各部会の審議事項は、「（参考）環境審議会の概要について」にまとめ

ておりますので、ご確認をお願いいたします。 

 

それでは会次第４の報告事項に移ります。 

（１）の「香川県環境基本計画等」について、事務局から説明をお願いします。 

なお、時間の関係から質問については、説明が終わってからお願いします。

それでは事務局お願いします。 

 

 

（資料４により「香川県環境基本計画等について」を説明） 

 

 

ありがとうございました。  

環境基本計画及びその他の個別計画についてご説明いただきました。 

委員の皆さまには昨年度計画策定にご審議いただいた方、今回初めてこの審議

会の委員となった方もおられますが、ただいまの説明で何かご質問がございま

したらお願いいたします。 

私からひとつだけ、世界情勢、特にエネルギー問題が全世界的に影響あるよ

うですけれども、そういうことを踏まえて、計画を見直さないといけないとい

うことは今のところございますでしょうか。 

 

確かに今現在の国際情勢とか見てみますと、エネルギーの需給が逼迫してい

る状況があり、今後大きな問題となる可能性もあるかと思いますが、計画につ

きましては、令和３年度に始まったところで、それぞれ指標を設けてその達成

に向けて取組みを進めているところですので、今現在の時点ですぐに計画を見

直す段階ではないと思っています。 

 

簡潔に教えていただけたらと思います。 

①９ページ １－１－１ エコアクション２１の登録件数について、基準値

７６に対して令和３年度７０、目標９０になっています。 

他の県で、エコアクション２１の登録件数が下がっている事例がありました。 
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石川環境政策

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脱炭素の推進でここが減ると、取組みや盛り上がりに欠ける動きになると危

惧されますが、対策を教えてください。 

 

②２０ページ ２－１－１ 県内の気候変動影響に関する情報提供件数が、

今のところ０となっています。どういう情報提供を想定されているのか教えて

ください。 

 

③２４ページ かがわプラスチック・スマートショップの認定は、面白そう

な取組みです。目標で、どういったところを認定しようとしているのか教えて

ください。 

 

④２６ページ ２－２ 災害廃棄物処理体制の充実・強化、災害廃棄物処理

広域訓練の継続的実施とありますが、災害廃棄物処理広域訓練とはどのような

ものですか。 

 

⑤３３ページ ２ 暮らしを支えるみどりの充実に関して、適正なみどりの

保全、農地や藻場の保全とあります。山や緑地の保全の課が、藻場の保全にも

関わるという理解でよろしいでしょうか。 

 

私からは１番目のエコアクションと、２番目の情報提供についてお答えいた

します。 

エコアクションについては、おっしゃっておられましたように件数ですけれ

ども、一定、新規件数は毎年行われておりまして、マネジメントシステムは徐々

に普及しつつありますけれども、更新の登録が行われなくて、すでに認証を取

っておられる事業者さんが、更新登録ができずに、その数として事業所数から

減っていくという状況がございます。 

今般、そういうことがないように、県としましては、イニシアティブプログ

ラムということで、県の方で準備をしております研修に参加をしていただきま

したら、簡便に登録が取れるようなプログラムをやっております。 

引き続きこういうプログラムがあるということを、企業の皆様に情報が届く

ような形で、プログラムへの参加を促していきたいと考えております。 

このような形で、自治体イニシアティブプログラム、県の方で実施するプロ

グラムへの参加をお願いしております。 

それから、２つ目の県内の気候変動影響に関する情報提供ですが、こちらに

つきましては、令和元年１０月に香川県環境保健研究センターの中に、県の気

候変動適応センターを設置しまして、元年から今まで、国環研とも連携しなが

ら調査研究をしております。 

地方の気候変動適応センターに求められる役割として、県民の皆さまへの情

報提供がありますけれども、今、国環研と連携しながら知見の収集ですとか、

どういった内容や方法だったらいいのか、検討を続けているところでございま
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小塚廃棄物対

策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保環境森林

部次長 

 

 

 

 

 

して、計画を策定した際には、毎年度２件の提供を目指すということで、提供

できるようになれば順次提供させていただきたいと思っております。 

 

２点ご質問いただいておりまして、まず 1 点目が、プラスチック・スマート

ショップでございます。 

令和３年１０月から認定事業を始めまして、基本的にはプラスチックごみの

削減に取り組む小売店とか、飲食店を認定して登録してもらうということでご

ざいます。現在 120 を超える店舗が登録いただいておりまして、目標をはるか

に超えるペースになっております。 

具体的にどのような店舗が登録しているかということですけれども、まずは、

スーパーマーケットでしたら食品トレーの回収やリサイクルをしている店舗、

飲食店はうどん屋でしたら、例えばマイボトル、マイ容器やマイ箸などへの取

組み、それからコンビニですと、弁当の容器、値札などをバイオプラスチック

を使って、環境にやさしい素材を使っていくというような店舗が登録いただい

ております。県のＳＮＳの中で、登録店舗の情報発信をして、さらに取組みを

推進していこうと考えております。 

２点目災害廃棄物処理広域訓練についてです。幾つか種類がありまして、ま

ずは、災害廃棄物は、災害が起こった時に一般家庭から出るようなごみがたく

さん路上に出たりして、復興の妨げになることもございまして、そういったこ

とに備えるために、あらかじめ広域で結ぶ処理体制を構築するように訓練する

というような事業でございまして、主に図上訓練をこれまで中心にやっており

ました。 

例えば市町とか、関係団体の産廃協会とか、浄化槽協会等の県の関係団体、

それから、環境省の四国事務所と連携しまして、図上で実際にどのような対応

をするのかということをシミュレーションするような訓練をやってきたんです

けれども、初めて昨年の秋に、実地訓練で実際に仮の廃棄物を持ち寄って、そ

れをどのようなルートで処理するのかというようなものをサンメッセで行いま

して、非常に好評でマスコミ等で大きく取り上げられました。 

図上訓練と、実地訓練を組み合わせてやることによって、今後災害が起こっ

た時に、速やかに対応できるように広域で処理体制を組んでいこうと考えてお

ります。 

私からは以上です。 

 

３３ページでご指摘をいただきました、みどりの計画の関係で、適正な緑の

保全のところで農地、藻場が入っているという点でございます。 

みどりの基本計画等、計画すべてそうですけれど、県としての計画でござい

ますので、もちろん環境森林部だけの取り組みでなく、全庁的な取り組みとい

うのは入れているところでございまして、農地については具体的には主に農政

水産部の担当にはなりますけれども、藻場についても水産課が関係するところ

でありますので、環境森林部としても、そういった部署と連携しながら、自然
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常川委員 

 

増田会長 

 

平尾委員 

 

 

 

 

 

 

石川環境政策

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平尾委員 

 

 

 

 

増田会長 

 

小林委員 

 

 

 

 

 

環境の保全に努めて参りたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

 

そのほかございませんか。 

 

計画に入っております再エネのところについて伺いたい。 

再生可能エネルギー導入促進は大変結構なことでございます。 

ただ、ここ何年か導入だけじゃなくて、維持管理、或いはその廃棄も含めて、

環境をかえって痛めてしまう、こういう議論も進んいでるように思いますが、

これについては今どういうふうな動きになっているか教えていただけませんで

しょうか。 

 

再生可能エネルギーの維持管理、廃棄、特に本県の場合ですと、太陽光発電

ということで、太陽光のパネルの維持管理ですとか廃棄が問題になっていると

ころは認識しておりまして、発電事業を所管しております経産省が、事業実施

のガイドラインを定めている中で、実際の維持管理にかかる技術的な基準を定

めていたり、廃棄につきましても、有害物質が含まれているようなものの廃棄

について留意するべき点は、一定周知が図られております。 

県におきましても、太陽光発電の関係につきましてはその導入のガイドライ

ンを作りまして、そのガイドラインの中で、国のガイドラインも遵守しながら、

適切に対応していただきたいと周知しておりますが、廃棄につきましてはリサ

イクルの技術も開発されておると仄聞しておりまして、そういったところも注

目しながら、適切な維持管理、廃棄が進んでいくようにしていかなければなら

ないと思っております。 

 

眺めているだけだと、また環境がぐちゃぐちゃになってしまいますので、こ

の審議会のレベルを超えているかもしれませんけが、積極的に対応をとってい

ただきたいなと思います。我々の生活環境に影響が出てくる可能性があります

ので、特に小さい県なので、積極的にやっていただければと思います。 

 

その他ご質問はございますか。 

 

質問ではなくて、コメントのようなものとしてお受け取りいただければ結構

ですけれども、香川県全体の環境に関する施策として、今ご説明の 4 ページの

資料ですと、施策展開に例えば里海づくりや、歴史的・文化的環境の保全と活

用とあったりするが、そのあとの資料の説明ではそのあたりが薄く書かれてし

まっていて、先ほどのお話ですと、他の課と連携して取り組んでいかないとい

けないということですが、事務局に他の課の方もメンバーに加わっていただい
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増田会長 

 

平尾委員 

 

増田会長 

 

 

 

 

 

 

 

久保環境森林

部次長 

 

増田会長 

 

 

 

 

 

 

 

石川環境政策

課長 

 

 

 

 

て充実させて、全体をバランスのいいものにしていくことが大切ではないかと

思います。 

それからもう一つが、数値目標のところで、過去の累計の数値とかを基準値

としたり、それに対して目標が掲げられたりしているけれど、他の県の状況と

比べてみて、その値が、香川県にとって妥当なのか、あるいは高くてうまくい

ってないところとか、数値が低くてあまりうまくいってないところとか、そう

いったところがちょっと見えない。 

どういうふうに数値目標を理解し、受け止めたらいいのか難しかったので、

今後そのあたりについての情報をいただけるようにしたらと思う。コメントと

して受け取りくだされば結構です。 

 

今この場でご回答はよろしいですかね。 

 

はい。 

 

他にご質問ございませんか。 

ご質問から、提案なり要望ということもいただいたと思いますので、そのよ

うな点を踏まえて、実際にこの計画に取り組んでいただきまして、また進捗状

況なり、５年後の総括、次期計画に向けてまとめると思いますが、そういう時

にまたご意見を反映していただけたらと思います。 

それでは次の、報告の２つ目、脱炭素、地球温暖化対策について、事務局か

らご説明お願いいたします。 

 

（資料５により「脱炭素、地球温暖化対策について」を説明） 

 

 

ご説明ありがとうございました。 

ただいまのご説明に関しまして、ご質問、ございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

知事を先頭に、県庁内でも体制を整備してこれから取り組んでいくというこ

とです。 

それでは特にご質問ないようでございますので、３番目の部会における審議

状況について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

部会の決議は、会長の同意を得て、審議会の決議とすることができるとされ

ており、会長がこの同意をしたときは、審議会に報告することと定められてお

りますことから、令和２年９月４日開催の第３８回環境審議会以降、会長が同

意した案件について報告をするものでございます。 

それでは、お手元の資料の６をご覧ください。 

各部会における審議状況についてですが、資料に沿ってご説明をいたします。 
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増田会長 
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石川環境政策

課長 

 

 

 

 

 

 

 

（資料６により計画部会の審議状況を説明） 

 

（資料６により生活環境部会の審議状況を説明） 

 

（資料６により自然環境部会の審議状況を説明） 

 

（資料６により温泉部会の審議状況を説明） 

 

ありがとうございました。 

各部会の審議状況をご報告いただきましたが、何かご質問はございますでし

ょうか。 

この審議会では、具体的な諮問事項の審議につきましては、各部会ですると

いうことになっておりまして、その概要といいますか、結果をこの本会議でご

報告するということにしておりますので、また本日、冒頭に各部会委員さんは

割り当てさせていただきましたが、これからの審議の中で、これからいろんな

ご審議をお願いするかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

それでは、報告の４、今後の審議案件について、事務局の方からご説明お願

いいたします。 

 

（資料７により「今後の審議案件について」を説明） 

 

 

ありがとうございました。 

今後の審議予定をご説明いただきましたが、ご質問ございますでしょうか。 

 

先ほど、脱炭素・地球温暖化対策について資料５の説明がされたかと思いま

すが、取組みの紐づけと今後の進捗に関しては、４月ということで、地域脱炭

素促進事業に向けた取組みを推進計画の中で改正されると説明がありましたの

で、計画部会のほうで進捗を把握していくという理解でよろしいでしょうか。 

 

地域脱炭素の工程表につきましては、計画部会ではなくて、地域脱炭素推進

協議会という協議会組織の方で、進行管理を考えておりまして、計画部会等で

直接の進捗管理というのは今のところ予定してございませんが、もしその期間

中に計画部会等ございましたら、状況の報告というのは、適宜させていただい

て、こういう形で取り組んでいるというのは、委員の皆様には当然知っておい

ていただきたいと考えております。 
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司会 

(新池副課長) 

では、脱炭素のこの取り組みというのは、今位置付けされている環境基本計

画等の一連の計画とは少し離れた形で動いているという理解でよろしいでしょ

うか。 

 

個別計画の温暖化対策推進計画、そこが５年間の大きなマスタープランです

けども、その記載事項を具体的に、向こう５年間、どういう事業をどういうペ

ースでやっていくかといった工程について、ある程度アクションプラン的なも

のをイメージしておりまして、全く切り離したものではないですけれども、一

応、温暖化対策計画はベースということで、計画部会にはそのベースの温暖化

対策計画の方をご審議いただくというふうに考えております。 

 

わかりました。 

ありがとうございます。 

 

計画部会に、来年４月が地球温暖化対策推進計画の一部改正とありますが、

これは今の話に関連したことですか。 

 

今の話とは少し別でございまして、新しく脱炭素の促進区域というものを設

定するに際しまして、環境配慮基準を設ける必要がありますけれども、その基

準についてご審議をいただきたいと考えております。 

 

よろしいでしょうか。 

他にご質問ございませんでしょうか。 

 

それでは本日予定されておりました審議及び報告事項は終わりました。 

熱心なご討議、ご協力ありがとうございました。 

マイクを事務局にお返ししたいと思います。 

 

以上をもちまして、香川県環境審議会を終了いたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

会  長                       

 

 

署名委員                       

 

 

                             


